
 

案 

 

大阪市立児童福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 

大阪市立児童福祉施設条例施行規則（昭和39年大阪市規則第51号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

別表第３（第４条関係） 

大阪市立浪速第１保育所、大阪市立加島保

育所、大阪市立生野保育所、大阪市立御崎

保育所、大阪市立住吉乳児保育所、大阪市

立矢田教育の森保育所 

別表第３（第４条関係） 

大阪市立浪速第１保育所、大阪市立加島保

育所、大阪市立住吉乳児保育所 

   附 則 

この規則は、令和８年６月１日から施行する。 


